
1 (1) １） ① ア） 項目名

1 ○ 公募設置等指針 32 (6) 提出書類について 第二次審査に利用されると記載のある書類については、既に提出済みですので、二次審査において改めて提出する必要はない、という理解でよろしいでしょうか。念のため確認させていただけますと幸いです。

お見込みのとおりです。

2 ○ 要求水準書 3

表2　各ゾーンの整備内容
のイメージ
8.公園全般
樹木及び植栽

鳥害被害の観点から高木不可とされていますが、アンケートに基く市民の要望、国が進める「緑の政策」、さらには地球温暖化の観点からも高木の重要性は高く、必要と考えます。これら視点において高木を含めたの植栽計画の提案は可
能でしょうか。

要求水準書P12、1(1)表4のとおり、「高木は不可」とさせていただきます。

3 ○ 要求水準書 3

表2　各ゾーンの整備内容
のイメージ
8.公園全般
インフラ設備

公園内の雨水排水は市役所通り側の河川に接続排水させることは可能でしょうか。 市役所通り側の河川（会之堀川、豊武川）に、公園の雨水排水を接続することはできません。
雨水排水の接続先は、道路側溝としてください。

4 ○ 要求水準書 3

表2　各ゾーンの整備内容
のイメージ
3.みんなの遊具ゾーン
4.まちのリビングゾーン

屋根付構造の計画にあたり、建築物の可能面積12％に留めることなく、今回の計画にふさわしいより広い面積で提案を行うことは可能でしょうか。 都市公園法の規定の範囲内において、公園施設の種類に応じて、建築することが可能であり、その最大値は、１２％を超えることは、可能です。
設置可能な建築面積のイメージについては、要求水準書P4、第2章１表３のとおりです。

5 ○ 要求水準書 4
２. 会之堀川・豊武川にお
ける暗渠の設置条件

豊武川を全て暗渠化し、前面の歩道と一体に公園を計画する提案は可能でしょうか。 豊武川の全面暗渠化は現状において困難ですが、豊武川に設置する暗渠の総延長が３１ｍを超える提案とすることは可能です。ただし、市と水利組合により、改めて、協議が必要となります。

6 ○
指定管理業務仕様書
及び特記仕様書

9 6 (1)
施設の利用受付等に関する
業務

来園者からの苦情処理ほか指定管理業務を全うする目的において、公園管理・案内等を担う機能は公募対象公園施設等とは明確に区分し、特定公園施設として単独に構築することは可能でしょうか。 都市公園の管理施設機能を公募対象公園施設等と区分して設置することは可能です。

7 ○
参考資料6・7
計画地盤高図・解体残
置物位置図

解体残置物について

既存施設等の解体計画において、要求水準を果たすうえで支障となる残置物は存在しなという前提で良いでしょうか。 本事業区域内には、以下の残置物があります。
・提案いただく公園施設として再設置を想定しているもの
　記念樹、区画整理記念碑、母子像
・公園施設として利用する可能性があるもの
　水道、ガス、雨水等の給排水施設
・旧庁舎跡地の管理施設とするもの
　仮囲い、雨水排水施設（利用する可能性がある施設を兼ねる）
・その他
　本庁舎の残置基礎杭等の地中埋設物の一部
新たな公園に施設として再設置するもの以外で、公園施設として利用せず、事業計画の支障となる残置物については、事業者側の負担で撤去・移設を行ってください。

8 ○
直接対話における内容
から

設置予定のバス停について

直接対話の際に、敷地北側の市役所大通りにバス停が設置予定とお話がありましたが、想定される位置をご教示ください。 現時点では、公園地先におけるバス停の具体的な設置位置は確定しておりません。
今後、ご提案いただく公園の出入口や園内動線等を含む公園施設全体の配置を基に、バス事業者及び関係部署と協議・調整を行った上で、設置位置を決定していく予定です。

9 ○
別紙1
（様式19-⑨関係）
指定期間20年間の計画

(1) 利用人員予測

「過去5年間の平均」欄がありますが、新規開設していく公園としてどのような数字を入れるべきかご教示ください。 本事業は新規事業であり、過去の実績が存在しないことから、「過去5年間の平均欄」については、想定値等の算出は不要とし、「０（ゼロ）」をご記載ください。

（新）中央町第１公園整備・管理運営事業 【第２回質問回答】
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